
（整理番号） 23 （担当部課）

○小項目（政策の方向性）

平成22年度（2010年度）　82％

■大規模自然災害に対する北海道自らの脆弱性の克服

【③実績値】　※「実績値」は令和3年（2021年）８月１日時点での最新の統計数値

令和2年度（2020年度）　実績値：90.6％  

【何を測る指標か】

北海道総合計画指標

【①基準値】　※「基準値」は北海道総合計画策定時点での最新の統計数値

【定義・算出式】

【出典】

北海道建設部調べ、５年ごとに調査、概ね調査年の翌年3月公表

住宅及び多数利用建築物の耐震化の割合。建築物の耐震改修の促進に関する法律第５条により、都道府県が策定する
耐震改修促進計画において建築物の耐震診断及び耐震改修の実施に関する目標を定めることとされていることから、北
海道耐震改修促進計画において住宅及び多数利用建築物の耐震化の目標を設定し、耐震化の促進を図るもの。

○大項目（分　　　野）

(7) 強靱な北海道づくりとバックアップ機能の発揮○中項目（政策の柱）

建設部住宅局
建築指導課

１　生活・安心

【対応する政策】

住宅及び多数利用建築物の耐震化率

建築物の耐震化の進捗状況を測る指標

目標年：令和７年度（2025年度）　　目標値：95％以上

【②目標値】

・戸建て住宅の無料耐震診断や住宅の耐震改修補助を実施し、既存住宅の耐震化を促進
・耐震診断が義務化されている民間大規模建築物等について、耐震改修補助を実施
・住宅の耐震セミナーの開催など地震防災対策に関する普及啓発を実施
  上記により、住宅及び建築物の耐震化が着実に進んでいる。

＜目標値設定の考え方＞

＜達成度合の分析＞

北海道耐震改修促進計画（平成28年（2016年）5月改定）において、地震による建築物等の被害軽減を図り、道民の方々
の安全で安心な生活を確保するため、住宅及び多数利用建築物の耐震化を計画的に促進することをめざし、住宅の耐震
化率及び多数利用建築物の耐震化率を令和２年（2020年）までに少なくとも95％にすることを目標としていることから、これ
以上の耐震化率とすることを目標値として設定。

●指標の説明

●指標の達成状況

●データ
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年度 2006 2010 2015 2020
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（整理番号） 24 （担当部課）

リスク分散を理由とした企業立地件数の3年平均値である24件（平成28年度（2016年度）～平成30年度（2018年度））より
5％の増加をめざし、目標値を設定。
地方拠点の強化・拡充を行う企業に対する税制等の支援措置期間の延長及び全国的な自然災害の発生状況等から、リ
スク分散による道内への立地が今後も継続する見込みであることなどから、目標年を令和６年度（2024年度）に設定して
いる。

＜目標値設定の考え方＞

リスク分散を理由とした本道への企業誘致の取組状況を測る指標

１　生活・安心

平成24年度（2012年度）～平成26年度（2014年度）　　累計63件（３年間平均21件）

【①基準値】　※「基準値」は北海道創生総合戦略策定時点での最新の統計数値

目標年：令和６年度（2024年度）　　目標値：令和２年度（2020年度）～令和６年度（2024年度）　累計125件

【②目標値】

令和２年度（2020年度）　17件

【③実績値】　※「実績値」は令和３年（2021年）8月１日時点での最新の統計数値

＜達成度合の分析＞

　新型コロナウイルス感染症の影響等により、R2年度のリスク分散を理由とした立地件数は17件に減少しているが、サプ
ライチェーンの最適化に向けた生産拠点の分散化のほか、新しい働き方に対応した本社機能の移転といった多様化する
企業のリスク分散の視点をとらえて企業誘致を進めていく。

経済部産業振興局
産業振興課

(7) 強靱な北海道づくりとバックアップ機能の発揮

リスク分散を理由とした道内での企業立地（新設及び増設）の件数

■被災リスクの最小化に向けたバックアップ機能の発揮

○大項目（分　　　野）

リスク分散による企業立地件数

北海道総合計画指標

【定義・算出式】

【出典】

北海道経済部調べ、毎年調査、6月公表

【何を測る指標か】

○中項目（政策の柱）

○小項目（政策の方向性）

【対応する政策】

●指標の説明

●データ

●指標の達成状況
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（整理番号） 25 （担当部課）

北海道総合計画指標

【定義・算出式】

【出典】

厚生労働省通知「感染症指定医療機関の指定について」（平成11年3月19日付け健医発第457号）

【何を測る指標か】

○中項目（政策の柱）

○小項目（政策の方向性）

【対応する政策】

保健福祉部
感染症対策課

(7) 強靱な北海道づくりとバックアップ機能の発揮

第一種感染症指定医療機関：都道府県の区域ごとに1ヶ所　2床配置
第二種感染症指定医療機関：二次医療圏ごとに1ヶ所　二次医療圏の人口規模等に応じ4～12床配置
　　　　　　　　　　　　　　　　　　30万人未満　4床　　30万人以上100万人未満　6床　　100万人以上200万人未満　8床
　　　　　　　　　　　　　　　　　　200万人以上300万人未満　10床　　　300万人以上　12床

■感染症に強い強靱な社会の構築

○大項目（分　　　野）

感染症指定医療機関病床数

令和5年（2023年）　98床

【②目標値】

（初年度のため実績なし）

【③実績値】　※「実績値」は令和３年（2021年）８月１日時点での最新の統計数値

＜達成度合の分析＞

　－

二次医療圏の人口規模等を基に国が定めた配置基準により、感染者に適切な医療を提供する体制整備の指標として設
定している。

＜目標値設定の考え方＞

感染症の医療提供体制を測る指標

１　生活・安心

令和2年（2020年）　94床

【①基準値】　※「基準値」は北海道総合計画【2021改訂版】策定時点での最新の統計数値
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●データ
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年度 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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